
一関市民憲章表彰規程

（目的）
第１条　この規程は、一関市民憲章の精神に則り、一関市において率先して地域社会の振興に寄与した個人又は団体を表彰することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

（表彰の対象）
第２条　表彰は、市民憲章の普及、発展に貢献する活動を継続的に行っており、その功績が顕著であった者とする。

（推薦）
第３条　推薦は、自薦、他薦は問わないこととし、別紙推薦書を会長に提出することとする。
２　提出期限は、会長が定める日とする。

（表彰）
第４条　会長は、前条の推薦に基づき理事会に諮り、その事績を審査し、被表彰者を決定する。
２　表彰は、表彰状を贈呈しこれを行う。

（その他）
第５条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

附　則
この規程は、平成19年３月20日から適用する。

一関市民憲章推進協議会表彰推薦書

令和　　年　　月　　日
一関市民憲章推進協議会
　会長　　　　　　　　　様
 
　　　　　　　　　　　　　〔推薦者〕　　　　     　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　団　体　名　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　役職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　連　絡　先　　　　　　　　　　　　　　　

標記候補者として下記のとおり推薦します。
	ふりがな
	

	氏名又は団体名
	

	ふりがな
	

	団体代表者職氏名
（団体の場合のみ）
	人
会員数
（団体の場合のみ）


	生年月日
（個人の場合のみ）
	明治・大正
昭和・平成
	　年　　　　月　　　　日　　

	現住所又は所在地
	

	連絡先
	

	活動内容・活動歴
	※設立・結成・功績事業開始（○を付して下さい）：　　年　　月






	功績の内容
（具体的事実を詳細に）
	

	受賞歴
	



推薦の基準について

一関市民憲章表彰の推薦の基準については、概ね次のとおりとなっておりますので、推薦の参考にしてください。

【個　人】
　○　原則として一関市内に住所を有する方及び一関市内の学校・事業所に通学・通勤されている方
　○　次のいずれかの事項に該当する方
　　（１）住みよい地域づくりのため、率先して活動を行っている方
（２）概ね10年以上にわたり、日常的、継続的に活動している方
（３）市民から賞賛され、他の模範であると認められる方
（４）行為内容が、特に顕著と認められる方
（５）活動の及ぼす効果が市全体に及ぶ、又は今後市全体に及ぶと予想される方
[bookmark: j6_k1_g2]（６）その他上記と同様の功績があると認められる方

【団　体】
　○　原則として一関市民を中心として構成される団体とします。ただし、政治関係団体及び宗教関係団体は除きます。
　○　次のいずれかの事項に該当する団体
（１）自主性、自発性に基づく組織及び住民に関連する組織で、会則等が整備さ
れ活動経費が確立されている団体
（２）概ね10年以上にわたり、定期的、継続的に活動を行っている団体
（３）地域活動に積極的に協力し、賞賛を得ている団体
（４）行為内容が特に顕著と認められる団体
（５）活動の及ぼす効果が市全体に及ぶ、又は今後市全体に及ぶと予想される団体

【その他】
○　同一年度内に、同じ推薦者から同じ行為内容によって複数の推薦があった場合は、選考において調整させていただく場合があります。
　○　他の機関から同じ行為内容によって既に表彰を受けている場合も表彰の対象といたしますが、一関市民憲章推進協議会及び合併前の市町村民憲章推進協議会又はそれに類する団体から表彰を受けている方及び団体に関しては、表彰を受けた後10年経過した後でなければ表彰の対象とはしないこととします。

